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知財

作
権
を
表
明
す
る
た
め
に
、
著
作
者

名
等
を
明
記
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

日
本
で
は
、
著
作
権
へ
の
認
識
が

乏
し
く
、
よ
り
積
極
的
に
活
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
の
著
作
権
ビ
ジ

ネ
ス
は
、
二
〇
一
五
年
で
、
著
作
権

等
使
用
料
の
受
取
が
二
千
四
百
十
三

億
円
、
支
払
が
一
兆
十
二
億
円
に
上

り
ま
す
。
両
者
の
合
計
額
は
、
同
年

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
約
二
・
三
三
％
を
占

め
ま
す（
日
本
銀
行
「
国
際
収
支
統

計
」
一
八
年
）。一
方
、
同
年
の
米
国

の
著
作
権
産
業
で
は
、
統
計
項
目
は

少
し
異
な
り
ま
す
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約

一
一
・
六
九
％
を
占
め
る
二
兆
九
百

七
十
二
億
ド
ル
（
約
二
百
五
十
二
兆

円
）
で
、
日
本
と
比
較
す
る
と
著
作

権
ビ
ジ
ネ
ス
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す（E
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２
．
著
作
財
産
権

　

著
作
財
産
権
が
及
ぶ
の
は
、
文
芸

知
的
財
産
権
を
活
用
し

た
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

知
的
財
産
権
と
は
、
知

的
な
創
造
活
動
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の

を
財
産
権
と
し
て
保
護
す
る
た
め
の

仕
組
み
で
す
。
経
営
資
源
が
少
な
い

中
小
企
業
に
こ
そ
知
的
財
産
権
の
活

用
は
必
要
な
も
の
で
す
。

１
．
登
録
不
要
の
知
的
財
産
権

　

知
的
財
産
権
に
は
、
特
許
権
、
実

用
新
案
、
意
匠
権
な
ど
登
録
を
必
要

と
す
る
も
の
と
、
登
録
を
必
要
と
し

な
い
も
の
（
表
❶
❷
）
が
あ
り
ま
す
。

　

著
作
権
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
（
百
七

十
六
カ
国
加
盟
）
に
よ
り
、
作
品
を

創
作
し
た
だ
け
で
各
加
盟
国
で
著
作

権
が
発
生
し
、「
著
作
権
に
国
境
な

し
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
登
録
を

す
る
必
要
は
な
く
「
Ⓒ
著
作
者
名
・

最
初
の
発
行
日
」
と
い
っ
た
表
示
も

不
要
で
す
。
た
だ
し
、
貴
社
の
重
要

な
図
面
や
コ
ン
テ
ン
ツ
等
に
は
、
著

知
的
財
産
権
の
活
用
と
留
意
点

吉
田
国
際
特
許
事
務
所
所
長

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
理
士

吉
田
芳
春

や
学
術
、
音
楽
、
美
術
な
ど
の
ほ
か
、

著
作
物
の
派
生
物
と
し
て
、
二
次
的

著
作
物
（
著
作
権
法
第
十
一
条
）、

編
集
著
作
物
（
同
法
第
十
二
条
）・

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
（
同
法
第

十
二
条
の
二
）
が
あ
り
ま
す
。

　

二
次
的
著
作
物
と
は
、
著
作
物
を

翻
訳
、
編
曲
、
脚
色
し
て
映
画
化
、

シ
ナ
リ
オ
作
成
な
ど
翻
案
し
て
創
作

し
た
著
作
物
を
い
い
ま
す
。

　

編
集
著
作
物
は
、
編
集
物
を
構
成

す
る
個
々
の
素
材
の
「
選
択
」
と

「
配
列
」
に
つ
い
て
の
創
作
性
に
着

目
し
て
、
著
作
物
と
し
て
法
的
保
護

を
与
え
る
も
の
で
す
。
新
聞
や
百
科

事
典
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
す
が
、

相
当
数
の
素
材
を
収
集
・
選
択
し
、

配
列
し
た
著
作
物
が
こ
れ
に
あ
た
り

ま
す
。
た
だ
し
、
す
で
に
あ
る
著
作

物
を
編
集
し
て
編
集
著
作
物
と
す
る

場
合
に
は
、
元
の
著
作
者
の
同
意
が

必
要
と
な
る
こ
と
に
留
意
し
ま
す
。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
は
、
情

報
を
効
率
的
に
検
索
で
き
る
よ
う
選

択
・
加
工
し
、
体
系
的
に
構
成
し
た

デ
ー
タ
と
定
義
さ
れ
ま
す
。

　

日
々
の
業
務
で
作
成
し
た
コ
ン
テ

ン
ツ
や
収
集
し
た
情
報
・
デ
ー
タ
の

中
に
、
こ
の
よ
う
な
著
作
物
が
眠
っ

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
他
の
企
業

が
欲
し
て
い
る
情
報
や
デ
ー
タ
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
る
機
械
の
保
守
・
修
理

メ
ー
カ
ー
は
、
個
々
人
の
修
理
や
整

備
に
関
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を

駆
使
す
る
こ
と
で
、
経
験
の
少
な
い

若
手
社
員
で
も
、
質
の
高
い
修
理
や

整
備
、
顧
客
へ
の
提
案
が
行
え
る
よ

う
に
し
、
好
業
績
を
維
持
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
も
知
的
財
産
権
の
活
用
の

良
い
例
と
い
え
ま
す
。

３
．
著
作
者
人
格
権
は
譲
渡
で
き
な

い
こ
と
に
注
意

　

著
作
者
人
格
権
は
、
著
作
物
を
創

作
し
た
著
作
者
の
人
格
を
尊
重
す
る

も
の
で
、
①
公
表
権
、
②
氏
名
表
示

権
、
③
同
一
性
保
持
権
が
あ
り
ま
す
。

著
作
財
産
権
と
異
な
り
、
こ
れ
は
譲
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渡
で
き
ま
せ
ん
。「
著
作
者
人
格
権

は
、
著
作
者
の
一
身
に
専
属
し
、
譲

渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
著
作

権
法
第
五
十
九
条
）。

　

例
え
ば
、
歌
手
の
森
進
一
氏
が
、

作
詞
者
・
川
内
康
範
氏
に
断
り
な
く
、

「
お
ふ
く
ろ
さ
ん
」
の
前
奏
の
前
に

台せ
り
ふ詞
を
追
加
し
た
こ
と
が
、
同
一
性

保
持
権
の
侵
害
で
あ
る
と
メ
デ
ィ
ア

を
騒
が
せ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。　

　

こ
の
ほ
か
、
企
業
Ａ
が
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
製
作
を
業

者
Ｂ
に
依
頼
し
、
成
果
物
と
し
て
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
譲
渡
を
受
け
ま
し
た
。

と
が
で
き
ず
、
結
局
、
業
者
Ｂ
に
多

額
の
費
用
を
支
払
っ
て
修
正
を
行
っ

た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
自
治
体
が
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
た
商
品
を

開
発
す
る
た
び
に
、
そ
の
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
製
作
者
の
許
諾

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
費
用
と
時

間
が
か
か
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。

約
を
結
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
同
条

項
が
入
っ
て
い
る
か
改
め
て
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

４
．
貴
社
の
著
作
権
に
つ
い
て

⑴
カ
タ
ロ
グ
・
取
扱
説
明
書
・
図
面

　

カ
タ
ロ
グ
・
取
扱
説
明
書
・
図
面

等
に
は
、
著
作
権
が
発
生
し
ま
す
。

例
え
ば
、
図
面
に
「
作
成
者
」「
作

成
日
付
」「
承
認
者
」「
日
付
印
」
等

を
明
記
し
て
い
ま
す
か
。
電
子
公
証

等
の
第
三
者
証
明
手
段
を
用
い
れ
ば
、

よ
り
明
確
に
著
作
権
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

⑵
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
ル
ー
ル
の

確
認
が
必
要
で
す
。
貴
社
の
著
作
物

を
第
三
者
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

場
合
は
、
制
限
を
か
け
た
ほ
う
が
よ

い
で
し
ょ
う
。

⑶
外
注
業
者
と
の
契
約
書

　

外
注
業
者
に
作
成
を
依
頼
す
る
場

合
は
、
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
ま
す
。

⑷
著
作
権
を
活
用

　

著
作
権
が
知
的
財
産
権
と
し
て
き

ち
ん
と
活
用
さ
れ
て
い
る
か
、
改
め

て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

表❶ 登録を必要としない知的財産権

名称 対象 法律／期間 例

著
作
権

著作者
人格権

著作者の
人格的利
益の保護

同一性保持権（著作権
法第20条）、公表権（同
18）、氏名表示権（同19） 創作で著作権が

発生した場合
自然人：

生存中および
死後70年

法人：
創作／公表後
70年

コンピュータープログラム、
楽曲「おふくろさん」の歌詞改変

著作
財産権

芸術等
著作権 文芸、学術、美術、音楽

夏目漱石著「坊ちゃん」、論文、
C・モネの絵画シリーズ「睡蓮」、
ホルスト作の組曲「惑星 第四曲

『木星（ジュピター）』」
プログラム
著作権

プログラム著作権、ソフト
ウエア

JASRAC（日本音楽著作権協
会）、日本レコード協会

二次的
著作権 実演、レコード、放送

安室奈美恵のツアー映像の放
送、G・ヴェルディ作曲のオペラ

「リゴレット」上演と原作
注 初期手数料や権利発生期間等を考慮して検討するが、登録と組み合わせて活用することも可能

表❷ 登録を必要とする知的財産権

名称 対象 法律／期間 申請先 例

産
業
財
産
権

特許権 発明（高度な技術思想） 特許法／
原則20年

特許庁

iPS細胞、リニアモーター
カー、水たばこ

実用
新案権 考案（物品の簡単な改良）実用新案／

10年
レンズ付き爪切り、二股
ソケット

意匠権 意匠（物品外観のデザイン） 意匠法／20年 輪ゴム（動物外形）、エル
メス（バッグ）

商標権 商品・役務の識別標識
（ブランド・サービスマーク）

商標法／
10年ごと

「白い恋人」「面白い恋
人」「黒い恋人」、グッチ

商号権 法人名称・屋号 商業登記法 法務局 XYZ㈱

育成者権 植物新品種・名称 種苗法／
25年（30年）

農林
水産省

福岡S6号（あまおう）、と
ちおとめ

と
こ
ろ
が
、
著
作
者
人
格
権
を

理
由
に
、
業
者
Ｃ
に
そ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
修
正
を
依
頼
す
る
こ

　

こ
れ
ら
は
「
甲
は
本
著
作
権

を
乙
に
譲
渡
す
る
」
と
記
載
し

た
著
作
権
譲
渡
契
約
書
が
あ
っ

て
も
、
乙
は
著
作
者
人
格
権
が

譲
渡
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
生

じ
た
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。
こ
の
よ

う
に
、
譲
渡
契
約
書
に
基
づ
い

て
譲
渡
を
受
け
た
著
作
物
で
あ

っ
て
も
、
著
作
者
人
格
権
（
こ

の
場
合
は
同
一
性
保
持
権
）
は

譲
渡
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
著

作
物
を
勝
手
に
改
変
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
著
作
権
の
譲
渡
契

約
書
に
は
「
甲
は
乙
に
対
し
て

同
一
性
保
持
権
を
行
使
し
な

い
」
等
の
「
著
作
者
人
格
権
の

不
行
使
条
項
」
を
必
ず
入
れ
る

こ
と
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
既
に
著
作
権
の
譲
渡
契


